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  条   例   

条 例 第  １  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市事務分掌条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

熊本市事務分掌条例（昭和４６年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「都市政策研究所」を「ＥＢＰＭ推進センター」に改める。 

第２条都市政策研究所の項を次のように改める。 

ＥＢＰＭ推進センター 

  政策立案に係る調査及び分析に関すること。 

 

附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表中９０の項を削り、９１の項を９０の項とし、９２の項から９５の項ま

でを１項ずつ繰り上げ、同表に次のように加える。 

９５ 

熊本市障がい者サポー

ト企業・団体表彰選考

委員会 

熊本市障がい者サポート企業・団体の表彰を行

うため、被表彰者の選考について審議する。 

９６ 

熊本市こどもの性被害

防止条例（仮称）検討委

員会 

熊本市こどもの性被害防止条例（仮称）を策定

するため、必要な事項を審議する。 

９７ 
熊本市スタートアップ

製品等認定審査会 

熊本市スタートアップ製品等認定制度における

製品等の認定について、必要な事項を審査する。 

 別表５の表に次のように加える。 

１５ 
天明地区閉校後施設利

活用候補者選定委員会 

天明地区閉校後施設の一部を利活用する候補者

の選定について、必要な事項を審議する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ３  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第１４条第１項第１号中「３１０，０００円」を「３１０，８００円」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の熊本市一般職の職員

の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第１４条第１項第１号の規

定は、令和７年４月１日（次項において「適用日」という。）から適用する。ただ

し、熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第１

５号。以下この項及び次項において「会計年度任用職員給与条例」という。）第６

条において改正後の条例第１４条の規定を準用する場合又は会計年度任用職員給与

条例第８条第４項第２号において改正後の条例第１４条の規定により初任給調整手

当の額を算定する場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に

掲げる日から適用する。 

 (1) この条例の施行の日に本市の会計年度任用職員として在職する者であって、会

計年度任用職員給与条例第７条又は第１７条の規定により令和７年１２月に期末

手当を支給されたもの 任期の初日（この条例の施行の日を含む任期の初日に限

る。次号において同じ。） 

 (2) この条例の施行の日に本市の会計年度任用職員として在職する者であって、前

号の期末手当を支給されていないもの 令和７年１２月１日又は任期の初日のい
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ずれか遅い日 

２ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前

の熊本市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正

後の条例の規定による給与の内払と、前項ただし書の適用を受ける者に対して会計

年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与はこの条例の施行の日以後

の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。 
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条 例 第  ４  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市長等の給与に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の一部を次のように改

正する。 

 

第２条中「１，２０７，０００円」を「１，３０３，０００円」に、          

「９６０，０００円」を「１，０３６，０００円」に、「７００，０００円」を        

「７５６，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ５  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（昭和２５年告示

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「８３１，０００円」を「８９７，０００円」に、「７５７，０００円」

を「８１７，０００円」に、「６８６，０００円」を「７４０，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ６  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表教育委員会委員の項中「１２６，０００円」を「１３８，０００円」に改め、

同表市の選挙管理委員会の部委員長の項中「９０，０００円」を「９９，０００円」

に改め、同部委員の項中「５９，０００円」を「６５，０００円」に改め、同表区の

選挙管理委員会の部委員長の項中「６０，０００円」を「６６，０００円」に改め、

同部委員の項中「４０，０００円」を「４４，０００円」に改め、同表人事委員会の

部委員長の項中「１６５，０００円」を「１８１，０００円」に改め、同部委員の項

中「１３９，０００円」を「１５２，０００円」に改め、同表監査委員の部識見を有

する者のうちから選任された監査委員（非常勤）の項中「１３７，０００円」を    

「１５０，０００円」に改め、同部市議会議員のうちから選任された監査委員の項中

「７１，０００円」を「７８，０００円」に改め、同表農業委員会の部会長の項中   

「９０，０００円」を「９９，０００円」に改め、同部副会長の項中「５９，０００

円」を「６５，０００円」に改め、同部委員の項中「５５，０００円」を        

「６０，０００円」に改め、同部農地利用最適化推進委員の項中「５０，０００円」

を「５５，０００円」に改め、同表国民健康栄養調査員の項中「１０，８７０円」を

「１１，４４０円」に改め、同表措置診察指定医の項中「１３，８７７円」を     

「１４，３３５円」に改め、同表精神科病院実地指導審査医の項中「２４，７７３円」
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を「２５，６１９円」に改め、同表自立支援医療費（精神通院）及び精神障害者保健

福祉手帳判定会委員の項中「１２，８７７円」を「１３，３３５円」に改め、同表土

地区画整理評価員の項から土地区画整理審議会委員選挙の選挙立会人の項までを削る。 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ７  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例（昭和４１年条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条中「７１５，０００円」を「７７２，０００円」に、「６４４，０００円」

を「６９５，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 8 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1505 号 

 

- 2936 - 

 

条 例 第  ８  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市教育長の給与等に関する条例（平成１０年条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条中「７１５，０００円」を「７７２，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ９  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市長の給料の特例に関する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市長の給料の特例に関する条例 

 

 令和８年４月１日から同年１１月３０日までの期間における市長の給料月額は、熊

本市長等の給与に関する条例（昭和３１年条例第２６号）第２条の規定にかかわらず、

１，２０７，０００円とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に

規定する額とする。 

  

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例は、令和８年１１月３０日限り、その効力を失う。 
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条 例 第  １０  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 公費解体の申出が行われた被災区分所有家屋の固定資産税及び都市計画税の減免に

係る熊本市税条例の特例に関する条例を廃止する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

公費解体の申出が行われた被災区分所有家屋の固定資産税及び都市計画税の減

免に係る熊本市税条例の特例に関する条例を廃止する条例 

 

 公費解体の申出が行われた被災区分所有家屋の固定資産税及び都市計画税の減免に

係る熊本市税条例の特例に関する条例（平成２９年条例第３８号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  １１  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例（昭和３９年条例第５０号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第６条第１項中「別表」を「別表第１」に改める。 

 第６条の２第１項を次のように改める。 

団員に支給する出動報酬の区分及び出動報酬の額は、別表第２に定めるとおりと

する。 

第６条の２第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に改め、同項を同条

第２項とする。 

第７条ただし書中「災害」の次に「（水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。）」

を加える。 

別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第２（第６条の２関係） 

出動報酬の区分 出動報酬の額 

任務（災害の現場に出動して行うも

のに限る。）に従事したとき。 

1 回につき 4,000円。ただし、1回の従事

時間が 4 時間を超えるときは、以後 4 時間

までごとに 4,000 円を加算した額とする。 

消防学校の行う教育訓練に従事し

たとき。 

1 日につき 8,000円 
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研修、講習、訓練、火災予防に関す

る活動又はこれらに準ずる業務（前

項及び次項に掲げるものを除く。）

に従事したとき。 

1 日につき 4,000円 

動力消防ポンプ等の定期的な点検、

火災予防に関する活動又はこれら

に準ずる業務であって、分団におい

て行うものに従事したとき。 

1 日につき 2,000円 

 

  附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第６条の２第１項及び別表第２の規定は、この条例の施

行の日以後に非常勤の消防団員が同表左欄に規定する業務に従事した場合について

適用する。 
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条 例 第  １２  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市学校給食費条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市学校給食費条例の一部を改正する条例 

 

熊本市学校給食費条例（平成３１年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１項中「保護者等」の次に「（規則で定める者を除く。）」を加える。 

 

附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １３  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市手数料条例及び熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部を改正する条

例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市手数料条例及び熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部を改正す

る条例 

 

 （熊本市手数料条例の一部改正） 

第１条 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第４８号を削り、同項第４９号を同項第４８号とし、同項第５０号

から第５３号までを１号ずつ繰り上げ、同条第２項中「第１２条の２第４項第２号

ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改める。 

（熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部改正） 

第２条 熊本市保健衛生事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

別表化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）関係の部中       

「２５，７００円」を「２６，０００円」に、「１５，３００円」を「１５，５００

円」に改め、同表食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第

７０号）関係の部の次に次のように加える。 

農林水産物及び食品の

輸出の促進に関する法

律（令和元年法律第 

５７号）関係 

輸出証明書発行申請 １件につき 900円 

別表医療法（昭和２３年法律第２０５号）関係の部診療所開設許可申請の項中  

「１８，０００円」を「１９，０００円」に改め、同部診療所使用許可申請の項中   

「２２，０００円」を「２３，０００円」に、「１１，０００円」を「１１，５００
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円」に改め、同部助産所開設許可申請の項中「１１，０００円」を「１１，８００円」

に改め、同部助産所使用許可申請の項中「１６，０００円」を「１７，２００円」に、     

「８，０００円」を「８，６００円」に改め、同表医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）関係の部中   

「２９，０００円」を「２９，２００円」に、「１１，０００円」を「１１，３００

円」に、「２，０００円」を「２，１００円」に改め、同表死体解剖保存法（昭和     

２４年法律第２０４号）関係の部中「３，４００円」を「３，７００円」に改め、同

表動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）関係の部特定動物

飼養等許可申請の項及び特定動物飼養等変更許可申請の項中 「１５，５００円」の

次に「（同時に数件の申請が行われる場合（当該数件の申請に係る特定飼養施設が同

一の所在地にある場合に限る。）における２件目以降の申請にあっては、１件につき      

１１，０００円）」を加え、同部犬又は猫の引取り（動物の愛護及び管理に関する法

律第３５条第３項に規定する場合を除く。）の款中「１，０００円」を「２，０００

円」に、「２００円」を「４００円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中熊本市手数料条例

第２条第２項の改正規定は、この条例の公布の日又は電気通信事業法及び日本電信電

話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の

日のいずれか遅い日から施行する。 
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条 例 第  １４  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市乳児等通園支援事業所条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市乳児等通園支援事業所条例 

  

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。第３条において「法」という。）

第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業を実施するため、本市に乳児等

通園支援事業所（以下「事業所」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

熊本市豊田保育園乳児等通園支援事業所 熊本市北区植木町豊田５６５番地 

（事業） 

第３条 事業所は、法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業を行う。 

（使用者） 

第４条 事業所を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１６に規定する

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者 

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（使用の制限） 

第５条 市長は、事業所を使用しようとする者又は使用している者が次の各号のいず

れかに該当すると認められるときは、その使用を制限し、入場を禁止し、又は退場

を命ずることができる。 

(1) 事業所の設置目的に反する使用をするおそれがあるとき。 
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(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(3) 事業所の施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(4) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがあるとき又はそのおそれがある物品

等を携帯しているとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業所の管理運営上支障があるとき。 

（使用料） 

第６条 第４条第１号に掲げる乳児等支援給付認定子どもが事業所を使用する場合の

使用料は、当該乳児等支援給付認定子ども１人につき、３０分までごとに１５０円

とする。 

２ 前項の使用料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、第１項の使用料を減免することがで

きる。 

４ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

（損害賠償の義務） 

第７条 事業所の施設又は設備を毀損し、滅失し、又は汚損した者は、速やかにこれ

を原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただ

し、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １５  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市余熱利用施設条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市余熱利用施設条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市余熱利用施設条例（昭和５５年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第３項第３号中「き損し」を「毀損し」に改める。 

別表第３(4)冷暖房設備使用料の表中 

「 

                                      」 

を 

「 

                                      」 

に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

研修室 １台につき１時間までごとに １００円 

多目的室 １時間までごとに ３００円 

研修室 １台につき１時間までごとに １００円 
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条 例 第  １６  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市動植物園条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市動植物園条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市動植物園条例（平成３年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１(1)入園料の表備考に次の３項を加える。 

  ６ 年間入園券は、１枚につき２，０００円とする。 

  ７ 年間入園券の有効期間は、購入日から１年間とする。 

  ８ 年間入園券を利用することができる者は、小学生以上の者とする。 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １７  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市動植物園整備運営支援基金条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市動植物園整備運営支援基金条例 

 

（設置） 

第１条 熊本市動植物園の整備及び運営に要する経費の財源に充てるため、熊本市動

植物園整備運営支援基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額と

する。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることがで

きる。 

（繰替運用） 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。 

（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第１条に規

定する経費の財源に充てるものとし、剰余金のある場合には、これを基金に編入す

るものとする。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一

部を処分することができる。 
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（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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条 例 第  １８  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市体育施設条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市体育施設条例（昭和６０年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表体育館の項使用料の欄中 

「 

富合雁回館 トレーニング

室 

1 時 間

につき 

620 円 

ステージ 1 時 間

につき 

250 円 

                        」 

            を            

「 

富合雁回館 ステージ 1 時 間

につき 

250 円 

                        」 

に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  １９  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市総合屋内プール条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市総合屋内プール条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市総合屋内プール条例（平成１０年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条第２号及び第１５条中「き損し」を「毀損し」に改める。 

 別表第１の１専用使用料(1)施設使用料の表多目的フロアの部を削り、別表第１の１

専用使用料(2)照明設備等使用料の表中「多目的フロア」を削り、同表備考第３項中「、

スケートリンク又は多目的フロア」を「又はスケートリンク」に、同表備考第６項中

「、サブリンク及び多目的フロア」を「及びサブリンク」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２０  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条第９号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの

再生等の円滑化に関する法律」に改める。 

 別表第９の１の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条第１

項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第１６３条の５９第１項」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２１  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市軌道条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市軌道条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市軌道条例（平成１３年条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第１項第６号ウ中「及び２４時間旅客運賃」を削り、「２，２００円」を   

「２，５００円」に改め、同号に次のように加える。 

  エ 市電の全区間並びに他の事業者の電車及び自動車の指定区間又は全区間（当

該他の事業者が認めた場合に限る。）における２４時間旅客運賃 １人につき

２，３００円以内で管理者が定める額 

 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正前の第５条第１項第６号ウの規定に基づく運賃に係る１日乗

車券又は２４時間乗車券をこの条例の施行の日の前日から引き続いて使用する場合

の運賃については、なお従前の例による。 
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条 例 第  ２２  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第１０条の７の次に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１０条の８ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所

を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日におい

て本市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に

記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項にお

いて同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金

額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令和８年

度における保険料率の算定についての第３条（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９

号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アに係る部分

に限る。）の規定の適用については、同条第６号ア中「（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を

下回る場合には０とする。）をいう」とあるのは、「をいい、当該合計所得金額に所

得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の

金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項
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に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によるもの

とし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して

得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未満であ

る者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条（第６号ア、

第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号

ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同条第６号ア中

「（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には０とする。）をいう」とあるの

は「をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含

まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって

計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が０を下回る場合には、０とする」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び

第１４号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同条第６号ア中「（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第   

３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には

当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には０とする。）をいう」とあるのは
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「をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計

算した金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の同条第１項に規

定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の

給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の

給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるもの

とし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除

して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする」とする。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１０条の９ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３

条の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての

世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者

のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料

の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分

の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するも

の（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００

円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万    

９，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が１０万円以下である場合 
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ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満

であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５

万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の

所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表

第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金

額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００

円未満であり、かつ、熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号。以下「市税条

例」という。）第１９条第２項の規定により算定した額から同年の合計所得金

額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得

た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万    

９，０００円未満であり、かつ、市税条例第１９条第２項の規定により算定し

た額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満

であり、かつ、市税条例第１９条第２項の規定により算定した額から同年の合

計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額か

ら当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当

該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して

得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条の規定の

適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同

項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者

は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

 

   附 則 
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この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２３  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし

書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円を、

第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を、第３号から第６号まで」

を「４３３円を、第２号から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第

１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中「１２，９００」を「１３，３４０」に、「１３，７００」を「１４，１７０」

に、「１４，５００」を「１５，０００」に、「１１，３００」を「１１，６７０」に、

「１２，１００」を「１２，５００」に、「９，７００」を「１０，０００」に、        

「１０，５００」を「１０，８４０」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項第２号

及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じ

た損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償

年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）につい

て適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）

及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等について
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は、なお従前の例による。 
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条 例 第  ２４  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市国民健康保険条例（昭和５０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１２条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第１２条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施

行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦

課額をいう。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（国

民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等

賦課額をいう。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第２９

条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）に

つき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下

同じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課

額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て

支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

 第１２条の３第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確保法」に、

「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」という。）」の次に

「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以
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下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ中「並びに介護納付金」

を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第２号イ中「、病

床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ど

も・子育て支援納付金」に改める。 

 第１５条第１項第１号中「１００分の４４．５４」を「１００分の４５．３８」に

改め、同項第２号中「１００分の３７．６４」を「１００分の３８．２５」に改め、

同項第３号ア中「１００分の１７．８２」を「１００分の１６．３７」に改める。 

 第１５条の５中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

 第１５条の５の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

 第１５条の５の５第１項第１号中「１００分の４４．０７」を「１００分の     

４５．５７」に改め、同項第２号中「１００分の３８．６２」を「１００分の      

３８．０９」に改め、同項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特

定継続世帯」に、「１００分の１７．３１」を「１００分の１６．３４」に改める。 

 第１５条の６第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

 第１５条の８中「次条第１項第１号」を「次条」に改める。 

 第１５条の９第１項第１号中「１００分の４５．５８」を「１００分の４７．７１」

に改め、同項第２号中「１００分の５４．４２」を「１００分の５２．２９」に改め

る。 

 第１５条の１０の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１５条の１１ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第２０条、

第２０条の３、第２０条の４及び第２０条の５の規定により子ども・子育て支援納

付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含

む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号

に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（熊本県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 
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イ 第２０条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を

受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限

る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の

２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１５条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世

帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額

に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第

５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１

８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１５条の１３ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所

得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１５条の１４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１５条の１１第１号イに

掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した

額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係

る額」という。）の１００分の４５．３７に相当する額を被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第４号ただし書

に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第３２条の１０の２に規定

する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額

の１００分の５４．６３に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年
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度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 第１５条の１１第１号イに掲げる額の見込額か

ら同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前年

度及びその直前の２箇年度の各年度における１８歳以上被保険者の数等を勘案し

て算定した数で除して得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満の端数

又は１円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければ

ならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１５条の１５ 第１５条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を超

えることができない。 

 第１８条第１項中「第１５条の７」を「第１５条の７若しくは第１５条の１２」に、

「、第２０条の３第１項（同条第３項」を「若しくは同条第５項各号に定める額、第

２０条の３第１項（同条第３項又は第４項」に、「第１５条の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２０条の３第４項第１号

（同条第６項」を「額、同条第５項（同条第７項又は第８項」に、「第２０条の４第

１項各号（同条第３項又は第４項」を「第２０条の４第１項各号（同条第３項から第

５項まで」に、「若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項」を「、同条第６

項各号（同条第８項から第１０項まで」に、「の算定」を「若しくは第２０条の５第

１項に定める額の算定」に改め、同条第２項中「若しくは第１５条の５の３の額若し

くは第１５条の７」を「、第１５条の５の３、第１５条の７若しくは第１５条の１２」

に改め、「第２０条第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条第５項各号に定め

る額」を加え、「第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０

分の５を乗じて得た額、第２０条の３第４項第１号」を「額、同条第５項」に、「若

しくは同条第５項各号に定める額」を「、同条第６項各号に定める額若しくは第２０

条の５第１項に定める額」に改める。 

 第２０条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「第３号」の

次に「並びに第５項」を加え、同項第２号中「３０万５千円」を「３１万円」に改め、

同項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第３項及び第４項中「６６万
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円」を「６７万円」に改め、同条に次の２項を加える。 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子

育て支援納付金賦課額は、第１５条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額から、

それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を

超える場合には、３万円）とする。 

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に

定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に

定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加えた金額）に３１万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該

世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当

する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該
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年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定

の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に

定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号

に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加えた金額）に５７万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該

世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該

当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

６ 第１５条の１４第２項及び第３項の規定は、前項各号ア又はイに規定する額の決

定について準用する。この場合において、第１５条の１４第２項及び第３項の規定

中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

 第２０条の２中「及び前条第１項」を「、第１５条の５の４、第１５条の８及び第

１５条の１３並びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用

する場合を含む。）及び同条第５項」に改める。 

 第２０条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第４項」を
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「第５項」に改め、「後期高齢者支援金等賦課額」と」の次に「、「第２０条第１項

各号」とあるのは「第２０条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」

を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項を同条第

５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第１５条」とあるのは「第１５条の１４」と、第２項中

「第１５条第３項」とあるのは「第１５条の１４第３項」と読み替えるものとする。 

第２０条の３に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て

支援納付金賦課額」と、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第５項各号」

と、「第１５条」とあるのは「第１５条の１４」と、第６項中「第１５条第３項」

とあるのは「第１５条の１４第３項」と読み替えるものとする。 

第２０条の４第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６項第８

号」に、「６６万円」を「６７万円」に、「第５項に」を「第６項に」に改め、同項

第１号中「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改め、同条第３項及び

第４項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第８項中「第５項及び第６項」を

「第６項及び第７項」に、「第５項中」を「第６項中」に、「６６万円」を「６７万

円」に、「と、第６項」を「と、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第４

項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、第７項」に改め、同項を同条第

９項とし、同条第７項中「第５項」を「第６項」に、「６６万円」を「６７万円」に

改め、「２６万円」と」の次に「、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第

３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第８項と

し、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項中「６６万円」を「６７万円」に改め、

同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援

納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上

被保険者均等割」と、「第１３条」とあるのは「第１５条の１２」と、「６７万円」
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とあるのは「３万円」と、第２項中「第１５条第２項」とあるのは「第１５条の１４

第２項」と読み替えるものとする。 

 第２０条の４に次の１項を加える。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育

て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び   

１８歳以上被保険者均等割」と、「第１３条」とあるのは「第１５条の１２」と、       

「６７万円」とあるのは「３万円」と、「第２０条第１項各号」とあるのは「第    

２０条第５項各号」と、第７項中「第１５条」とあるのは「第１５条の１４」と読

み替えるものとする。 

第２０条の４の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割

額の減額） 

第２０条の５ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月 

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合に

おける当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割額は、第１５条の１４の子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割の保険料率に相当する額（第２０条第５項、第２０条の３第４項の規

定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により読み替えられ

た同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条

第１０項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳

未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。

以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

２ 第１５条の１４第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において、第１５条の１４第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と

読み替えるものとする。 

 附則第１３項から第１８項までを削り、附則第１９項を附則第１３項とする。 

 

附 則 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第１３項から第１８

項までを削り、附則第１９項を附則第１３項とする改正規定は、公布の日から施行

する。 

２ この条例による改正後の熊本市国民健康保険条例の規定は、令和８年度以後の年

度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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条 例 第  ２５  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

 熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

熊本市議会委員会条例（平成２５年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条第２項の表総務委員会の項所管事項の欄第４号中「都市政策研究所」を    

「ＥＢＰＭ推進センター」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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条 例 第  ２６  号   

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

 熊本市税条例及び熊本市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市税条例及び熊本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

（熊本市税条例の一部改正） 

第１条 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第１４条中「、第６２条の７第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第６２

条の７第１項の申告書、」を削る。 

  第６２条第１項を次のように改める。 

   軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

  第６２条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１

項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同

項を同条第２項とする。 

  第６２条の２第１項を次のように改める。 

   軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

  第６２条の２第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項

及び第４項を削る。 

  第６２条の４から第６２条の９までを削る。 

  第６３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第６４条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第６５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第６５条の３（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 
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  第６６条の前の見出し及び同条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第６７条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第６８条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第６９条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「第３３号の４

の２様式」を「第３３号の４様式」に改める。 

  第７０条の２第１項中「によって種別割」を「によって軽自動車税」に改め、同

項ただし書中「第４４３条第３項本文」を「第４４３条第２項本文」に、「種別割」

を「軽自動車税」に改め、同条第２項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  第７１条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

  附則第１５条の３から第１５条の７までを削る。 

  附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３

項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から

第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和

４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年

３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１

項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令

和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」

を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

  附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び同条第３項中

「の種別割」を削る。 

（熊本市手数料条例の一部改正） 

第２条 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１７号中「軽自動車税種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の熊本市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、
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令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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  規   則   

規 則 第  ３  号   

令和 ８ 年 ３ 月１６日   

 

熊本市消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市消防団の組織に関する規則（昭和４６年規則第８号）の一部を次のように改

正する。 

 

 別表第１東区の部第４方面隊の項中「第５９分団」の次に「、第８９分団」を加え、

同表南区の部第１１方面隊の項中「第７５分団」の次に「、第９０分団」を加え、同

表北区の部第１３方面隊の項中「第５８分団」の次に「、第８８分団」を加える。 

 別表第２中 

「 

第１分団 第１部 秋津小学校区 

 第２部 

                                     」 

 を 

「 

第１分団 第１部 秋津小学校区 

                                    」 

に改め、同表第２５分団の項中「、龍田西小学校区」を削り、同表第２８分団の項中

「、長嶺小学校区の一部」を削り、同表中 

「 

第３１分団 第１部 春竹小学校区 
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第２部 

第３２分団 第１部 本荘小学校区 

第３３分団 第１部 向山小学校区 

第２部 

」 

 を 

「 

第３１分団 第１部 春竹小学校区 

第３２分団 第１部 本荘小学校区 

第３３分団 第１部 向山小学校区 

                                    」 

に改め、同表第５５分団の項及び第５９分団の項中「、長嶺小学校区の一部」を削り、

同表中 

「 

第７５分団 第１部 富合小学校区 

第２部 

第３部 

第４部 

                                    」 

 を 

「 

第７５分団 第１部 富合小学校区の一部 

第２部 

                                    」 

に改め、同表に次のように加える。 

第８８分団 第１部 龍田西小学校区 

第８９分団 第１部 長嶺小学校区 

第９０分団 第１部 富合小学校区の一部 

第２部 
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附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第   ４   号   

令和 ８ 年 ３ 月１９日   

 

 熊本市農業委員会への事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市農業委員会への事務委任規則の一部を改正する規則 

 

熊本市農業委員会への事務委任規則（平成２４年規則第１３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条第２号カ及びコ中「ス」を「セ」に改め、同号ス中「シ」を「ス」に改め、

同号スを同号セとし、同号中シをスとし、サの次に次のように加える。 

  シ 法第５１条第３項の規定による違反転用者等に係る公表に関する事務（サに

掲げる事務に係るものに限る。） 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 8 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1505 号 

 

- 2978 - 

 

規 則 第  ５  号   

令和 ８ 年 ３ 月１９日   

 

熊本市母子保健法に基づく養育医療の給付に関する規則の一部を改正する規則を公

布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市母子保健法に基づく養育医療の給付に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市母子保健法に基づく養育医療の給付に関する規則（令和４年規則第１６号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第６条の次に次の１条を加える。 

（再交付の申請） 

第６条の２ 省令第９条第４項に規定する医療券の再交付の申請をしようとする者

は、養育医療券再交付申請書を市長に提出しなければならない。 

 第７条の見出し中「変更等」を「変更」に改め、同条第１項中「、市町村民税」を

「又は市町村民税」に、「又は医療券を紛失し、若しくは毀損したときは、速やかに

養育医療決定事項変更（医療券紛失）届」を「は、速やかに養育医療決定事項変更届」

に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前にこの規則による改正前の熊本市母子保健法に基づく養育

医療の給付に関する規則第７条第１項の規定によりなされた届出に係る新たな医療

券の交付については、なお従前の例による。 
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規 則 第  ６  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

熊本市総合屋内プール条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市総合屋内プール条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市総合屋内プール条例施行規則（平成２３年規則第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表第１専用使用の部多目的フロアの款を削る。 

 別表第２メインプール飛込プールの部中「８月３１日」を「９月３０日」に改め、

同表メインリンクサブリンクの部中「１２月２３日」を「１１月１６日」に改め、同

表多目的フロアの部を削る。 

 別表第３バスケットボール競技用器具の項からフロアシートの項までを削る。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ７  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

熊本市児童措置費負担金徴収規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市児童措置費負担金徴収規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市児童措置費負担金徴収規則（平成２２年規則第７５号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表第１備考第５項第３号中「第１２項」の次に「、第１３項」を加える。 

 

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ８  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

熊本市乳児等通園支援事業所条例施行規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市乳児等通園支援事業所条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、熊本市乳児等通園支援事業所条例（令和８年条例第１４号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （開館時間） 

第２条 条例第１条に規定する乳児等通園支援事業所（以下「事業所」という。）の

開館時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、市長が必要

があると認めるときは、これを変更することができる。 

 （休館日） 

第３条 事業所の休館日は、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例（平成元年条

例第３２号）第１条第１項に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要がある

と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。 

 （事業所の定員） 

第４条 事業所の時間当たりの定員は、次のとおりとする。 

名称 時間当たりの定員 

熊本市豊田保育園乳児等通園支援事業所 ３人 

 （遵守事項） 

第５条 事業所を使用する者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項を守ら

なければならない。 

(1) 事業所内で喫煙しないこと。 

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。 

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類（身体障害者補助犬
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を除く。）を持ち込まないこと。 

(4) 事業所を損傷し、又は汚損しないこと。 

 （毀損滅失の届出） 

第６条 使用者は、事業所の施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、市長

に届け出なければならない。 

 （雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 8 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1505 号 

 

- 2983 - 

 

規 則 第  ９  号   

令和 ８ 年 ３ 月２３日   

 

熊本市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市国民健康保険条例施行規則（昭和５０年規則第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第１５条の２及び第１５条の３を削る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  １０  号   

令和 ８ 年 ３ 月２４日   

 

熊本市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する

規則 

 

 熊本市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則（令和元年規則第２１

号）の一部を次のように改正する。 

 

 題名を次のように改める。 

   熊本市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則 

 第１条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等

の円滑化に関する法律」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則」

を「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則」に改める。 

 第２条の見出し中「除却」を「除却等」に改め、同条第１項中「第４９条第１項第

３号」を「第７６条の２５第１項第３号」に改め、同条第２項中「第４９条第１項」

を「第７６条の２５第１項」に改め、同条第３項中「第４９条第２項第３号」を「第

７６条の２５第２項第３号」に改め、同項第１号中「第１０２条第２項第２号」を「第

１６３条の５６第２項第２号」に改める。 

 第３条の見出し中「容積率」を「容積率等」に改め、同条中「第５２条第１項」を

「第７６条の３０第１項」に改め、同条第１号中「第５０条の除却」を「第７６条の

２８の除却等」に改め、同条第３号中「及び断面図」を「、２面以上の断面図及び地

盤面算定表」に改める。 

 

附 則 
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 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １１  号   

令和 ８ 年 ３ 月２４日   

 

熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

市長が給与を定める職員等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基

づく市長が給与を定める職員等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１９条の規定に基づく

市長が給与を定める職員等に関する規則（令和２年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表第１中「児童相談所一時保護所夜間生活指導員」を「児童相談所一時保護所夜

間生活支援員」に、「都市政策研究所研究員会計年度任用職員」を「ＥＢＰＭ推進セ

ンター研究員」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １２  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

熊本市事務分掌規則（平成８年規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第２項を次のように改める。 

２ 必要に応じて、課等に特命課長、担当課長、副課長（副所長、副場長及び副園長

を含む。）又は課長補佐（所長補佐を含む。）を置くことができる。 

第３条第３項中「危機管理監」の次に「及び交通政策監」を加え、同条第４項中「及

び児童相談所」を「、児童相談所及びＥＢＰＭ推進センター」に改め、同条第５項中

「、西南部農業振興センター及び都市政策研究所」を「及び西南部農業振興センター」

に改め、同条第１０項を削り、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「特

別滞納対策室」の次に「、保育指導室」を加え、「東農業振興室、河内農業振興室、

南農業振興室」を「各農業振興室（東農業振興室、河内農業振興室及び南農業振興室

をいう。以下同じ。）」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項を同条第    

１２項とし、同条第１４項中「保育園」を「各保育園（本荘保育園、横手保育園、白

山保育園、京塚保育園、京町台保育園、城東保育園、池上保育園、小島保育園、春日

保育園、清水保育園、中島保育園、幸田保育園、健軍保育園、麻生田保育園、西里保

育園、山本保育園、豊田保育園、田底保育園及び菱形保育園をいう。以下同じ。）」

に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１５項を同条第１４項とし、同条第１６項

を同条第１５項とする。 

 別表(1)政策局の表総合政策部の部政策企画課の項事務分掌の欄中第１６号を削り、

同表庁舎整備部の部の次に次のように加える。 
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公
共
交
通
戦
略
部 

公共交通戦略課 (1) 運輸連合を基軸とした公共交通及び渋滞対策（公

共交通に関するものに限る。）に係る総合的企画及び調

整に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

 別表(1)政策局の表秘書部の部広報課の項事務分掌の欄に次の２号を加える。 

(5) ふるさと応援寄付金に関すること。 

(6) 企業版ふるさと納税地方創生基金に関すること。 

 別表(2)総務局の表行政管理部の部改革プロジェクト推進課の項から労務厚生課の

項までを削り、同部の次に次のように加える。 

人
事
部 

人事課 (1) 部内事務の連絡調整に関すること。 

(2) 職員の任用及び他の任命権者との人事の連絡調整

に関すること。 

(3) 職員の服務に関すること。 

(4) 職員の退職手当に関すること。 

(5) 組織管理に関すること。 

(6) 職員定数の管理に関すること。 

(7) 人材育成センター（室）に関すること。 

人材育成センタ

ー（室） 

(1) 職員研修その他の人材育成に係る企画、調整及び

研究に関すること。 

(2) 人材育成に係る計画の策定及び実施に関するこ

と。 

(3) 人材育成に係る情報の収集及び提供に関するこ

と。 

改革プロジェク

ト推進課 

(1) 市役所改革プロジェクトに関すること。 

(2) 行政運営の効率化及び適正化に係る総合的企画及

び調整に関すること。 

(3) 外郭団体の指導調整の総括に関すること。 

(4) 市役所改革推進委員会に関すること。 
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業務支援課 (1) 総合行政事務センターに関すること。 

(2) ワークステーションに関すること。 

労務厚生課 (1) 職員の給与、報酬、費用弁償、年金、財形貯蓄等

に関すること。 

(2) 職員の被服貸与に関すること。 

(3) 職員団体及び職員労働組合に関すること。 

(4) 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

の社会保険に関すること。 

(5) 会計年度任用職員の社会保険及び住民税の総括に

関すること。 

(6) 熊本県市町村職員共済組合に関すること。 

(7) 職員の厚生福利に関すること（他課の所管に属す

るものを除く。）。 

(8) 職員の公務災害に関すること。 

(9) 職員の健康管理に関すること。 

(10) 職員の安全衛生に関すること。 

(11) 地方公務員災害補償基金熊本市支部に関するこ

と。 

(12) 公務災害補償等認定委員会に関すること。 

(13) 公務災害補償等審査会に関すること。 

(14) 特別職報酬等審議会に関すること。 

(15) 職員退職手当基金に関すること。 

 別表(3)財政局の表税務部の部税制課の項事務分掌の欄中第６号を削り、第７号を第

６号とし、同部東税務室、西税務室、南税務室、北税務室（室）の項事務分掌の欄中

第８号を第９号とし、第１号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、同欄に第１号とし

て次の１号を加える。 

(1) 市税の収納に関すること。 

 別表(4)文化市民局の表人権推進部の部人権政策課の項事務分掌の欄に次の１号を

加える。 

(9) 人権尊重のまちづくり条例（仮称）検討委員会に関すること。 
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 別表(4)文化市民局の表人権推進部の部男女共同参画課の項事務分掌の欄中第６号

を削り、第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号の次に次の２号を加える。 

(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和４年法律第５２号)に基づ

く基本計画等に関すること。 

(5) 配偶者暴力相談支援センターに関すること。 

 別表(5)健康福祉局の表健康福祉部の部健康福祉政策課の項事務分掌の欄第１８号

中「（他課の所管に属するものを除く。）」を削り、同部国保年金課の項事務分掌の

欄中第７号から第１１号までを削り、第１２号を第７号とし、第１３号から第１６号

までを５号ずつ繰り上げ、同欄に次の１号を加える。 

(12) 課内及び保険料収納対策課の庶務に関すること。 

 別表(5)健康福祉局の表健康福祉部の部国保年金課の項の次に次のように加える。 

保険料収納対策

課 

(1) 国民健康保険料、国民健康保険税、介護保険料及

び後期高齢者医療保険料（以下この項においてこれら

を「保険料等」という。）の徴収に関すること。 

(2) 保険料等の督促及び滞納処分に関すること。 

(3) 国民健康保険の保険給付に係る一部負担金の徴収

に関すること。 

(4) 保険料等の還付及び充当に関すること。 

(5) 保険料等の納付証明書等に関すること。 

 別表(5)健康福祉局の表障がい者支援部の部障がい福祉課の項事務分掌の欄に次の

１号を加える。 

(19) 障がい者サポート企業・団体表彰選考委員会に関すること。 

 別表(6)こども局の表こども育成部の部こども政策課の項事務分掌の欄中第１１号

を第１２号とし、第１０号の次に次の１号を加える。 

(11) こどもの性被害防止条例（仮称）検討委員会に関すること。 

 別表(6)こども局の表こども育成部の部こども支援課の項事務分掌の欄中第２０号

を第２２号とし、第１４号から第１９号までを２号ずつ繰り下げ、第１３号を第１５

号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(14) 病児保育事業等に関すること。 

別表(6)こども局の表こども育成部の部こども支援課の項事務分掌の欄中第１２号
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を第１３号とし、第９号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ、第８号の次に次の１

号を加える。 

(9) 児童厚生施設の職員等による虐待に係る通報に関すること（他課の所管に属する

ものを除く。）。 

 別表(6)こども局の表こども育成部の部保育幼稚園課の項事務分掌の欄第２号を削

り、同欄第３号中「こと」の次に「（事前協議に限る。）」を加え、同号を同欄第２

号とし、同欄第４号を同欄第３号とし、同欄第５号を同欄第４号とし、同欄第６号を

削り、同欄第７号中「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施

設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改め、同号を同欄第５号とし、同欄第

８号を同欄第６号とし、同欄第９号を削り、同欄第１０号を同欄第７号とし、同欄第

１１号中「私立学校（幼稚園に限る。）」を「教育・保育施設、家庭的保育事業等及

び乳児等通園支援事業並びに児童厚生施設並びに認可外保育施設」に改め、「こと」

の次に「（他課の所管に属するものを除く。）」を加え、同号を同欄第８号とし、同

号の次に次の１号を加える。 

(9) 保育指導室（室）に関すること。 

別表(6)こども局の表こども育成部の部保育幼稚園課の項事務分掌の欄第１２号中

「保育園（室）」を「各保育園（室）」に改め、同号を同欄第１０号とし、同欄中第

１３号を第１１号とし、第１４号を第１２号とし、第１５号を第１３号とし、同項の

次に次のように加える。 

保育指導室（室） (1) 社会福祉法人の認可に関すること（他課の所管に

属するものを除く。）。 

(2) 保育所及び認定こども園の設置認可等並びに家庭

的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可等に関

すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

(3) 認可外保育施設等に関すること。 

(4) 教育・保育施設、家庭的保育事業等及び乳児等通

園支援事業並びに児童厚生施設の指導監督に関する

こと（他課の所管に属するものを除く。）。 

(5) 教育・保育施設、家庭的保育事業等及び乳児等通
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園支援事業並びに児童厚生施設の職員等による虐待

に係る通報に関すること（他課の所管に属するものを

除く。）。 

 別表(6)こども局の表こども福祉部の部こども家庭福祉課の項事務分掌の欄中第  

１７号を第２２号とし、同号の前に次の４号を加える。 

(18) 児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業に関すること。 

(19) 意見表明等支援事業に関すること。 

(20) 子育て支援事業に関すること（他課の所管に属するものを除く。）。 

(21) 一時保護所（室）の職員等による虐待に係る通報に関すること。 

別表(6)こども局の表こども福祉部の部こども家庭福祉課の項事務分掌の欄中第 

１６号を第１７号とし、第８号から第１５号までを１号ずつ繰り下げ、第７号の次に

次の１号を加える。 

(8) 児童福祉施設の職員等による虐待に係る通報に関すること（他課の所管に属する

ものを除く。）。 

別表(6)こども局の表こども福祉部の部妊娠内密相談センターの項事務分掌の欄に

次の１号を加える。 

(2) 妊産婦等生活援助事業に関すること。 

 別表(6)こども局の表児童相談所の部（一時保護所（室）の項以外の部分に限る。）

事務分掌の欄中第１１号を第１２号とし、第１０号の次に次の１号を加える。 

(11) 里親による虐待に係る通報に関すること。 

 別表(7)環境局の表環境推進部の部脱炭素戦略課の項事務分掌の欄第１号中「及び調

整」を「、調整及び啓発」に改め、同欄第２号中「普及促進」を「利用促進」に改め、

同欄第３号を次のように改める。 

(3) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）の規定に基づ

く地域脱炭素化促進事業に関すること。 

 別表(7)環境局の表環境推進部の部水保全課の項事務分掌の欄中第１５号を第１７

号とし、第１４号の次に次の２号を加える。 

(15) 地下水保全条例見直し委員会に関すること。 

(16) 有機フッ素化合物対策検討委員会に関すること。 

 別表(8)経済観光局の表産業部の部商業金融課の項事務分掌の欄第１６号を削り、同
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部起業・新産業支援課の項事務分掌の欄に次の１号を加える。 

(5) スタートアップ製品等認定審査会に関すること。 

 別表(9) 農水局の表農政部の部鳥獣対策室（室）の項事務分掌の欄中第２号を第３

号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８

号）に基づく緊急銃猟に関すること。 

 別表(9) 農水局の表農政部の部農地整備課の項事務分掌の欄第６号中「法定外公共

物」を「熊本市法定外公共物管理条例（平成１６年条例第６０号）に規定する法定外

公共物（以下「法定外公共物」という。）」に改める。 

 別表(10)都市建設局の表都市政策部の部市街地整備課の項事務分掌の欄中第１２号

を削り、第１１号を第１２号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第

７号の次に次の１号を加える。 

(8) 都市再生特別措置法の規定に基づく都市再生推進法人の指定及び監督等に関す

ること。 

 別表(10)都市建設局の表都市政策部の部都市安全課の項事務分掌の欄中第５号を第

６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 土砂災害危険住宅移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業及び居住誘導促

進事業に関すること。 

 別表(10)都市建設局の表都市政策部の部建築指導課の項事務分掌の欄第６号を次の

ように改める。 

(6) マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）に基づく

除却等の必要性のあるマンションの認定及び要除却等認定マンションの建替え等に

係る容積率又は各部分の高さの特例の許可に関すること。 

別表(10)都市建設局の表都市政策部の部住宅政策課の項事務分掌の欄第５号中「災

害救助法に基づく」を削り、「及び」の次に「災害救助法に基づく」を加え、同欄第

９号を削り、同表土木部の部土木総務課の項事務分掌の欄第５号中「熊本市法定外公

共物管理条例（平成１６年条例第６０号）に規定する法定外公共物（以下「法定外公

共物」という。）」を「法定外公共物」に改め、同部道路保全課の項事務分掌の欄第

５号中「こと」の次に「（設備を除く。）」を加え、同欄第６号及び第７号を削り、

同欄中第８号を第６号とし、第９号を第７号とし、同部河川課の項事務分掌の欄中第
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１３号を第１７号とし、第１２号を第１６号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(15) 道路及び橋りょうの附属物に係る設備の建設、改良工事及び維持管理に関する

こと。 

 別表(10)都市建設局の表土木部の部河川課の項事務分掌の欄中第１１号を第１４号

とし、同号の前に次の１号を加える。 

(13) 止水板設置助成事業に関すること。 

別表(10)都市建設局の表土木部の部河川課の項事務分掌の欄中第１０号を第１２号

とし、第９号を第１１号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(10) 河川管理施設に係る設備の改良工事及び維持管理に関すること。 

 別表(10)都市建設局の表土木部の部河川課の項事務分掌の欄中第８号を第９号と

し、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 公共下水道の雨水事業に係る設備の維持管理に関すること。 

 別表(10)都市建設局の表森の都推進部の部みどり政策課の項事務分掌の欄中第９号

を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第１５号までを１号ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （熊本市財産規則の一部改正） 

２ 熊本市財産規則（昭和３９年規則第５２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「研究所」を「ＥＢＰＭ推進センター」に改める。 

  附則第５項中「都市政策研究所長」を「ＥＢＰＭ推進センター所長」に、「都市

政策研究所に」を「ＥＢＰＭ推進センターに」に改める。 

 （熊本市職員安全衛生規則の一部改正） 

３ 熊本市職員安全衛生規則（昭和４９年規則第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

  第５条第２項第１号中「行政管理部」を「人事部」に改め、同条第４項及び第   

２７条第３項中「行政管理部長」を「人事部長」に改める。 

  第２９条及び第４９条中「総務局行政管理部労務厚生課」を「労務厚生課」に改

める。 
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（熊本市長職務代理者の順序に関する規則の一部改正） 

４ 熊本市長職務代理者の順序に関する規則（昭和５０年規則第２６号）の一部を次

のように改正する。 

  第１条第４号中「都市政策研究所」を「ＥＢＰＭ推進センター」に改める。 
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規 則 第  １３  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

熊本市職員職名規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員職名規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市職員職名規則（昭和３７年規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第２項中「特命課長の」を「特命課長又は担当課長の」に改め、「当該特命

課長」の次に「又は当該担当課長」を加える。 

別表中「危機管理監」の次に「、交通政策監」を加え、「首席戸籍審議員」を「首

席戸籍住民審議員」に改め、「特命課長」の次に「、担当課長」を加え、「、政策審

議員」を削り、「、戸籍審議員」を「、戸籍住民審議員」に、「戸籍主幹」を「戸籍

住民主幹」に、「戸籍参事」を「戸籍住民参事」に改め、「、業務長」を削り、「戸

籍主任主事」を「戸籍住民主任主事」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （熊本市業務職員の給与に関する規則の一部改正） 

２ 熊本市業務職員の給与に関する規則（平成１９年規則第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第２の５級の項中「、業務長」を削る。 
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規 則 第  １４  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市公営企業主要補助職員の指定に関する規則（昭和２７年規則第２７号）の一

部を次のように改正する。 

 

第１号ウ及び第２号ウ中「副課長」を「担当課長、副課長」に改め、第３号ウ中「特

任部長」を「担当課長、特任部長」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １５  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部

を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の

一部を改正する規則 

 

 地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則（昭和

４５年規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

第１号ウ及び第２号ウ中「副課長」を「担当課長、副課長」に改め、第３号ウ中「特

任部長」を「担当課長、特任部長」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １６  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市区役所等事務分掌規則（平成２４年規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条第２項第２号中「中央区役所」の次に「及び東区役所」を加える。 

 第３条第３項を次のように改める。 

３ 必要に応じて、課等に特命課長、担当課長、副課長（副所長を含む。）又は課長

補佐を置くことができる。 

 別表区民部の部総務企画課の項事務分掌の欄第２１号中「（以下「富合地域」とい

う。）」を削り、同部区民課の項事務分掌の欄中第１１号を削り、第１２号を第１１

号とし、第１３号から第３７号までを１号ずつ繰り上げ、同部各総合出張所（室）の

項事務分掌の欄中第５１号を第５２号とし、第２号から第５０号までを１号ずつ繰り

下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 市税の収納に関すること。 

 別表区民部の部西区役所芳野分室（西区役所河内まちづくりセンター室）の項事務

分掌の欄中第３３号を第３４号とし、第２号から第３２号までを１号ずつ繰り下げ、

第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 市税の収納に関すること。 

 別表保健福祉部の部保護課（中央区役所にあっては、保護第一課及び保護第二課）

の項課等の欄中「中央区役所」の次に「及び東区役所」を加える。 

   

附 則 
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 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （熊本市福祉事務所事務分掌規則の一部改正） 

２ 熊本市福祉事務所事務分掌規則（昭和３５年規則第１３号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条及び第４条中「熊本市中央福祉事務所」の次に「及び熊本市東福祉事務所」

を加える。 

  第６条中「中央区役所」の次に「及び東区役所」を加える。 
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規 則 第  １７  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

熊本市消防職員委員会に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市消防職員委員会に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市消防職員委員会に関する規則（平成８年規則第６６号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第４条中「総数」を「総定数」に改める。 

 第６条第１項中「補欠委員」を「委員が欠けた場合に新たに指名された委員」に改

め、同条に次の１項を加える。 

３ 委員である消防職員が担当している職務との関連において、委員会の適切な運営

のために当該消防職員が委員として引き続き２期を超えて在任することが特に必要

であると局長が認める場合には、前項ただし書の規定は適用しない。 

  第７条第３項中「補欠意見取りまとめ者」を「意見取りまとめ者が欠けた場合に新

たに指名された意見取りまとめ者」に改める。 

 第９条第１項中「の前半に１回開催することを常例とするとともに、必要に応じ」

を「１回以上」に改め、同条第６項中「組織区分ごとの委員定数を合計した数」を「委

員の総定数」に改め、同条第８項中「執る」を「とる」に改める。 

   

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  １８  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則（平成２８年規則第５３号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第３条第３号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの

再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」

を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合若しくは敷地

分割組合」に改める。 

 別表第１中 

「   

政策局及び都市政策研究所 政策企画課 庁舎建設課 

総務局及び消防局 行政管理部総務課（以下

「総務課」という。） 

情報政策課 

                                        」 

を 

「   

政策局及びＥＢＰＭ推進セ

ンター 

政策企画課 庁舎建設課 

総務局及び消防局 行政管理部総務課（以下

「総務課」という。） 

人事課 

                                        」 
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に改める。 

 別表第２第３号中「中央区役所」の次に「及び東区役所」を加える。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の熊本市行政不服審査法に係る事務分掌に関する規則別表

第１の規定は、この規則の施行の日以後に行われた審査請求に係る事務について適

用し、同日前に行われた審査請求に係る事務については、なお従前の例による。 
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規 則 第  １９  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

熊本市物品会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市物品会計規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市物品会計規則（昭和４０年規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１号中「研究所」を「ＥＢＰＭ推進センター」に改め、同条第３号中「都

市政策研究所にあっては、都市政策研究所長」を「ＥＢＰＭ推進センターにあっては、

ＥＢＰＭ推進センター副所長（副所長を置かない場合にあっては、ＥＢＰＭ推進セン

ター所長）」に改める。 

第１１条の２中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第８号までを１号

ずつ繰り上げる。 

別表中 

「 

健康福祉局 保健衛生部 生活衛生課 食品保健課 

こども局 こども育成部 保育幼稚園課 各保育園 

中央児童発達支援ルーム 

児童相談所 児童相談所 一時保護所 

                                     」 

                   を                    

「 

健康福祉局 健康福祉部 国保年金課 保険料収納対策課 

保健衛生部 生活衛生課 食品保健課 

こども局 こども育成部 保育幼稚園課 保育指導室 
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各保育園 

中央児童発達支援ルーム 

児童相談所 児童相談所 一時保護所 

                                      」 

                   に、                   

「 

農業政策課 農地整備課 

農水ブランド戦略室 

農業支援課 鳥獣対策室 

                         」 

             を              

「 

農業政策課 農地整備課 

農水ブランド戦略室 

                         」 

             に、             

「 

交通政策部 公共交通推進課 市電延伸室 

住宅部 住宅政策課 市営住宅課 

                                」 

                を                 

「 

交通政策部 公共交通推進課 市電延伸室 

                                」 

                に、                

「 

東区役所 区民部 託麻まちづくりセンタ

ー 

託麻総合出張所 

東区土木センター総務 東区土木センター維持課 
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課 

                                      」 

                   を                    

「 

東区役所 区民部 託麻まちづくりセンタ

ー 

託麻総合出張所 

東区土木センター総務

課 

東区土木センター維持課 

保健福祉部 保護第一課 保護第二課 

                                      」 

                   に、                   

「 

学校教育部 

 

学務支援課 各幼稚園 

教職員課 人権教育指導室 

総合支援課 

 

教育相談室 

特別支援教育室 

                                」 

                を                 

「 

学校教育部 

 

学務支援課 各幼稚園 

総合支援課 

 

教育相談室 

特別支援教育室 

                                」 

に改める。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２０  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

 熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める規則

の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める

規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市附属機関設置条例第２条第２項の規定に基づく市長の附属機関を定める規則

（平成２９年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

別表上熊本駅東口駅前広場内の屋根の落下事故に関する検証委員会の項及び熊本市

有機フッ素化合物対策専門家会議の項を削り、同表に次のように加える。 

熊本市市有建築物包

括管理業務受託事業

者選定委員会 

熊本市市有建築物包括管理業務に

係る受託事業者の選定について、

必要な事項を審議する。 

令和８年４月１日

から令和９年３月

３１日まで 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２１  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

 熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成２年規則第６５号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第２１条中「４の項」を「３の項」に改める。 

第２２条第１項中「５の項及び６の項」を「４の項及び５の項」に改め、同条第３項

中「及び３の項」を削り、同条第４項中「４の項」を「３の項」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２２  号   

令和 ８ 年 ３ 月２５日   

 

アナログ規制を見直すための関係条例の整備に関する条例の一部の施行期日を定

める規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   アナログ規制を見直すための関係条例の整備に関する条例の一部の施行期日を

定める規則 

 

 アナログ規制を見直すための関係条例の整備に関する条例(令和５年条例第５４号)

附則第１項ただし書に規定する規定の施行期日は、令和８年５月２１日とする。 
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規 則 第  ２３  号   

令和 ８ 年 ３ 月２７日   

 

熊本市予算決算規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市予算決算規則の一部を改正する規則 

 

熊本市予算決算規則（昭和３９年規則第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２号中「庁舎周辺まちづくり課」の次に「、公共交通戦略課」を加え、「改

革プロジェクト推進課、業務支援課、人事課、労務厚生課、管財課」を「管財課、人

事課、改革プロジェクト推進課、業務支援課、労務厚生課」に改め、「誘致戦略課」

の次に「、動植物園」を加える。 

 附則第２項の前の見出し中「都市政策研究所」を「ＥＢＰＭ推進センター」に改め、

同項中「都市政策研究所長に」を「ＥＢＰＭ推進センター副所長（副所長を置かない

ときは、ＥＢＰＭ推進センター所長）に」に、「「都市政策研究所長」を「「ＥＢＰ

Ｍ推進センター副所長（副所長を置かない場合にあっては、ＥＢＰＭ推進センター所

長）」に改める。 

 附則第３項中「都市政策研究所に」を「ＥＢＰＭ推進センターに」に、「都市政策

研究所長」を「ＥＢＰＭ推進センター所長」に、「都市政策研究所副所長」を「ＥＢ

ＰＭ推進センター副所長」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２４  号   

令和 ８ 年 ３ 月３０日   

 

熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一

部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則（平

成９年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表スマートシティアドバイザーの項の次に次のように加える。 

公共交通政策アドバイザー 日額 30,000 円以内 

 別表生活保護法等に基づく本庁嘱託医の項及び生活保護法等に基づく福祉事務所嘱

託医の項中「13,620 円」を「24,619 円」に改め、同表認知症初期集中支援チーム嘱託

医の項、特別児童扶養手当判定嘱託医の項、心の健康相談嘱託医の項、こころの健康

センター嘱託医の項及び特別障害者手当等判定嘱託医の項中「23,773円」を「24,619

円」に改め、同表都市政策研究所相談役の項を削る。 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２５  号   

令和 ８ 年 ３ 月３０日   

 

熊本市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市会計規則の一部を改正する規則 

 

熊本市会計規則（昭和３９年規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第７号中「都市政策研究所にあっては、都市政策研究所長」を「ＥＢＰＭ推

進センターにあっては、ＥＢＰＭ推進センター副所長（副所長を置かない場合にあっ

ては、ＥＢＰＭ推進センター所長）」に改める。 

 第１４条を次のように改める。 

第１４条 削除 

 第１９条の２の見出しを「（現金等の収納）」に改め、同条第１項を次のように改

める。 

  会計管理者等が現金等（出納員及び出納員の委任を受ける分任出納員にあっては、

第６７条第１項に規定する会計管理者が定める事務に係る現金等に限る。）を収納

したときは、領収証書（会計管理者が別に定める現金領収帳又はあらかじめ承認し

た領収書に限る。）に、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める印を押

印し、納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が自動精算機（納

入義務者が手数料その他の歳入を納付するために直接使用する機械であって、納付

された現金を自動的に収納する機能を有するものをいう。以下同じ。）を使用して

現金を収納する場合又は出納員若しくは出納員の委任を受ける分任出納員が会計管

理者の承認を得て金銭登録機若しくは自動精算機を使用して現金を収納する場合

は、これらの印の押印は、要しないものとする。 

 (1) 会計管理者 熊本市公印に関する訓令（昭和３０年訓令第４号）に規定する会

計管理者印 
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 (2) 出納員 熊本市出納員印及び取扱者の印 

 (3) 出納員の委任を受ける分任出納員 熊本市分任出納員印 

 第１９条の２第２項中「かかわらず、」の次に「出納員又は分任出納員が」を加え、

同項第１７号を削り、同条第４項中「第１項」を「第１項第２号」に改め、「及び」

の次に「同項第３号の」を加える。 

 第１９条の３の次に次の２条を加える。 

 （自動精算機による収納） 

第１９条の４ 会計管理者等が自動精算機を使用して収納することができる手数料そ

の他の歳入は、会計管理者が別に定める。 

２ 前項に規定する手数料その他の歳入を収納したときは、収納金額、収納年月日そ

の他会計管理者が必要と認める事項を印字した支払済証を当該自動精算機により納

入義務者に交付するものとする。 

 （過誤納金の還付） 

第１９条の５ 自動精算機を使用して収納した手数料その他の歳入につき過誤納金が

あるときは、その全部又は一部を当該過誤納金に係る納入義務者に還付することが

できる。 

 第３３条第１項中第１５号を削り、第１６号を第１５号とし、第１７号から第２２

号までを１号ずつ繰り上げ、同項に次の１号を加える。 

 (22) 特別徴収に係る住民税及び森林環境税 

 第３３条第２項第２号中「第２０号」を「第１９号」に改め、同項第３号中「前項

第１６号」を「前項第１５号」に改め、同条第４項中「保管し、直ちに支払をする場

合を除き、」を「保管するとともに、当該資金の支払が複数回にわたることが想定さ

れる場合にあっては、当該資金に係る」に改める。 

 第３４条第２項中「以内」の次に「（支払完了の日から用務終了の日までの期間が

１か月を超える場合にあっては、支払完了後７日以内又は用務終了後７日以内）」を

加える。 

 第３７条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第

３号とし、第５号を第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (5) 受験料及び受講料 

 第３７条中第６号を第７号とし、同号の前に次の１号を加える。 
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(6) 検査及び申請に係る手数料 

 第３８条第１項を次のように改める。 

  令第１６４条第１号から第４号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費

の支払については、当該各号に定める収納金を出納員に繰り替えて使用させること

ができる。 

 (1) 指定納付受託者に納付させる収入金に係る手数料 当該指定納付受託者が納

付する収入金に係る収納金 

 (2) 競輪の投票券の場外発売に係る経費 当該競輪の場外発売に係る投票券の発

売代金 

 第５０条第２号イ中「住民税」の次に「及び森林環境税」を加える。 

 第５６条第１項中「現金亡失報告書を作成し、会計管理者」を「報告書を作成し、

会計管理者を経て市長」に改め、同条第２項を削る。 

 第９３条第１項中「は、」の次に「書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）により、」を加え、

同条第２項中「は、」の次に「書面又は電磁的記録により、」を加える。 

 第９４条中「は、」の次に「書面又は電磁的記録により、」を加える。 

 第９６条第２項を削る。 

 別表第１(1)市長事務部局（消防局を除く。）の表データ戦略課の項を削り、同表国

保年金課の項中「及び主査」を削り、同項の次に次のように加える。 

保険料収納対策課 課長及び主査 

 別表第１(1)市長事務部局（消防局を除く。）の表児童相談所の項の次に次のように

加える。 

環境政策課 課長 

 別表第１(1)市長事務部局（消防局を除く。）の表中都市政策研究所の項を次のよう

に改める。 

ＥＢＰＭ推進センター 副所長（副所長を置かない

場合にあっては、所長） 

 別表第１(1)市長事務部局（消防局を除く。）の表中各区役所（中央区役所を除く。）

保護課の項を次のように改める。 
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各区役所（中央区役所及び東区役所を除く。）保護

課 

課長 

 別表第１(1)市長事務部局（消防局を除く。）の表中中央区役所保護第一課の項を次

のように改める。 

中央区役所保護第一課及び東区役所保護第一課 課長 

 別表第２中 

「 

横浜幸銀信用組合 本店及び各支店 

                            」 

              を 

「 

横浜幸銀信用組合 本店及び各支店 

（窓口における収納に

あっては、熊本市内の店

舗に限る。） 

                            」 

に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１４条の改正規定、第

１９条の２の見出しの改正規定、同条第１項の改正規定、同条第２項の改正規定（「か

かわらず、」の次に「出納員又は分任出納員が」を加える部分に限る。）及び同条

第４項の改正規定並びに第１９条の３の次に２条を加える改正規定は、同年１０月

１日から施行する。 

２ この規則による改正前の第１４条に規定する証紙による納付に係る消印の押印に

ついては、令和９年９月３０日までは、なお従前の例による。 
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規 則 第  ２６  号   

令和 ８ 年 ３ 月３０日   

 

 熊本市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市地域コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市地域コミュニティセンター条例施行規則（平成４年規則第７６号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、インターネットを利用する方法による第１項に規定

する利用の申請及びその許可については、別に定める。 

 第２条の次に次の１条を加える。 

 （利用許可の取消通知） 

第２条の２ 市長は、センターの利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）が

条例第４条第２項の規定に該当すると認めるときは、熊本市地域コミュニティセン

ター利用許可取消通知書を利用者に交付するものとする。 

 第３条の見出し中「変更等」を「変更」に改め、同条第１項中「センターの利用許

可を受けた者（以下「利用者」という。）」を「利用者」に改め、同条第３項中「、

利用者が条例第４条第２項の規定に該当すると認めるときは熊本市地域コミュニティ

センター利用許可取消通知書を」を削り、「熊本市地域コミュニティセンター利用変

更許可書」を「、熊本市地域コミュニティセンター利用変更許可書」に改め、同条に

次の１項を加える。 

４ 第１項又は前項の規定にかかわらず、インターネットを利用する方法による利用

許可に係る中止の届出並びに変更の申請及びその許可については、別に定める。 

 第１０条第１号中「概ね」を「おおむね」に改める。 
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附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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規 則 第  ２７  号   

令和 ８ 年 ３ 月３０日   

 

 熊本市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市学校給食費条例施行規則（令和元年規則第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第３条の次に次の１条を加える。 

（学校給食費を徴収しない保護者等） 

第３条の２ 条例第３条第１項に規定する規則で定める者は、児童の保護者等であって、

次に掲げるもののいずれの給付も受けていない者とする。 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定による教育扶助で学

校給食費に関するもの 

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号）第２条

第１項に規定する経費の支弁で学校給食費に関するもの 

第４条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、児童の保護者等が前条各号のいずれかに掲げる給付を受

けている場合であって、当該年度において当該児童に係る当該給付として支給される

額が同項に規定する年間納付額未満であるときは、当該年度において当該給付として

支給される額の合計額を当該児童に係る年間納付額とみなす。 

第９条に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定にかかわらず、児童の保護者等が第４条各号のいずれかに掲げる給付

を受けている場合であって、当該児童に係る当該期分に相当する当該給付の額が同項

に規定する納付額未満であるときは、当該児童に係る当該期分に相当する当該給付の

額を当該期の納付額とみなす。この場合において、当該期に係る納期限は、別に定め
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る。 

第１２条中「児童又は」を削る。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第９条関係） 

期 納期限 学校給食の提供を受ける者 

児童 生徒 児童と同様

の学校給食

の提供を受

ける学校職

員 

生徒と同様

の学校給食

の提供を受

ける学校職

員 

第 1 期 6 月末日 4,800 円 5,600 円 6,000 円 7,000 円 

第 2 期 7 月末日 

第 3 期 9 月末日 

第 4 期 10 月末日 

第 5 期 11 月末日 

第 6 期 12 月末日 

第 7 期 1 月末日 

第 8 期 2 月末日 

第 9 期 3 月末日 年間納付額から、第 1 期から第 8 期までにおいて納付すべ

き金額の合計額を減じて得た額 

 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



令和 8 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1505 号 

 

- 3020 - 

 

規 則 第  ２８  号   

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市介護保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市介護保険法等の施行に関する規則（平成１２年規則第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第１０条第１項第３号及び第１３条第１項第３号の表中「見込み額」を「見込額」

に改める。 

 第１７条中「届出なければ」を「届け出なければ」に改める。 

 第２０条第２項中「様式第１号」を「別記様式」に改める。 

附則第７項第１号中「次号」の次に「及び第３号」を加え、「令和８年２月２８日」

を「令和９年２月２８日」に改め、同号に次のように加える。 

ケ 原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定による指示において設定

された帰還困難区域（令和７年３月３１日に指定が解除されたものに限る。）

に該当したため避難を行っている者（以下「令和６年度指定解除旧帰還困難区

域の被災被保険者」という。）のうち合計所得金額が６３３万円未満のもの 

 附則第７項第１０号を同項第１２号とし、同項第３号から第９号までを２号ずつ繰

り下げ、同項第２号中「前号」を「第１号」に改め、同号を同項第３号とし、同号の

次に次の１号を加える。 

(4) 令和６年度指定解除旧帰還困難区域の被災被保険者のうち合計所得金額が 

６３３万円以上のもの 令和８年３月３１日 

 附則第７項第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 前号に掲げる者のうち平成２７年１月１日以後平成２８年１月１日前に指定

が解除された区域又は地点に係るもの 令和８年３月３１日 
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 附則第８項第１号中「カ」を「ケ」に、「平成２８年」を「平成２９年」に改める。 

附則第１０項第１号中「及びエ」を「、エ及びオ」に、「１８０月」を「１９２月」

に改め、同項第１１号中「附則第７項第１０号」を「附則第７項第１２号」に改め、

同号を同項第１４号とし、同項第１０号中「附則第７項第９号」を「附則第７項第   

１１号」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第９号中「附則第７項第８号」を「附

則第７項第１０号」に改め、同号を同項第１２号とし、同項第８号中「附則第７項第

７号」を「附則第７項第９号」に改め、同号を同項第１１号とし、同項第７号中「附

則第７項第６号」を「附則第７項第８号」に改め、同号を同項第１０号とし、同項第

６号中「附則第７項第５号」を「附則第７項第７号」に改め、同号を同項第９号とし、

同項第５号中「附則第７項第４号」を「附則第７項第６号」に改め、同号を同項第８

号とし、同項第４号中「附則第７項第３号」を「附則第７項第５号」に改め、同号を

同項第７号とし、同項第３号の次に次の３号を加える。 

(4) 附則第７項第１号オに規定する被災被保険者（当該被災被保険者に係る居住制

限区域又は避難指示解除準備区域の指定の解除が平成２９年１月１日前になさ

れたものに限る。） 東日本大震災の発生した月の翌月から１８０月 

(5) 附則第７項第１号オに規定する被災被保険者（当該被災被保険者に係る居住制

限区域又は避難指示解除準備区域の指定の解除が平成２９年１月１日以後にな

されたものに限る。） 東日本大震災の発生した月の翌月から１９２月 

(6) 附則第７項第４号に規定する被災被保険者 東日本大震災の発生した月の翌

月から１８０月 

 附則第１１項の前の見出し、同項から附則第１３項まで、附則第１４項の前の見出

し、同項から附則第１７項まで、附則第１８項の前の見出し及び同項から附則第２０

項までを削る。 

 様式第１号を別記様式とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の附則第８項の規定は、令和８年度以後の年度分の保険料
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について適用し、令和７年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度分の保険料であって、令和７年度末に第１号被保険者の資格を取得し

たことにより令和８年４月以降に普通徴収の納期限が到来するものに対する減免に

ついては、なお従前の例による。 
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規 則 第  ２９  号   

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

 保健衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   保健衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則 

 

 保健衛生事務に関する権限委任規則（平成１１年規則第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条第１号キ中「第８条」を「第８条第１項」に改め、「届出」の次に「及び同

条第２項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出」を加え、同号ク中「又

は助産所の休廃止等」を「、助産所又はオンライン診療受診施設の休廃止等」に、「又

は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置

者」に改め、同号ユを同号ワとし、同号ヤを同号ロとし、同号モを同号ルとし、同号

ルの次に次のように加える。 

レ 法施行令第４条第４項の規定によるオンライン診療受診施設の設置届出事

項の変更届の受理に関すること。 

第２条第１号メを同号リとし、同号マからムまでを同号ユからラまでとし、同号ホ

を同号ミとし、同号ミの次に次のように加える。 

ム 法施行令第１条の５の規定により読み替えて適用する法第２４条の２第１

項の規定による国が開設する病院、診療所若しくは助産所又は国が設置するオ

ンライン診療受診施設（以下これらを「病院等」という。）に係る措置の申出

に関すること。 

メ 法施行令第１条の５の規定により読み替えて適用する法第２４条の２第２

項の規定による病院等の業務停止の申出に関すること。 

モ 法施行令第１条の５の規定により読み替えて適用する法第２５条第１項の

規定による病院等に係る報告の命令等及び立入検査に関すること。 
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ヤ 法施行令第１条の５の規定により読み替えて適用する法第２５条第２項の

規定による病院等に係る帳簿書類等の提出の命令等及び病院等の開設者又は

設置者の事務所その他当該病院等の運営に関係のある場所への立入検査に関

すること。 

 第２条第１号ヘを同号マとし、同号ノからフまでを同号ヒからホまでとし、同号ネ

中「又は閉鎖の命令及び」を「及び診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の閉

鎖の命令並びに」に改め、同号ネを同号ハとし、同号ヌを同号ノとし、同号ツからニ

までを同号トからネまでとし、同号チ中「報告の徴収並びに病院、診療所及び助産所

への」を「病院、診療所若しくは助産所又はオンライン診療受診施設に係る報告の命

令及び」に、「同法第２項の規定による帳簿書類等の提出の命令」を「同条第２項の

規定による病院、診療所若しくは助産所又はオンライン診療受診施設に係る帳簿書類

等の提出の命令及び病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施

設の設置者の事務所その他運営に関係のある場所への立入検査」に改め、同号チを同

号テとし、同号タの次に次のように加える。 

チ 法第２４条の２第１項の規定による病院、診療所若しくは助産所の開設者又

はオンライン診療受診施設の設置者に対する措置の命令に関すること。 

ツ 法第２４条の２第２項の規定による同条第１項の命令に従わない同項の開

設者又は設置者に対する業務停止の命令に関すること。 

 第２条第２５号エ中「第３条の」を「第３条ただし書に規定する」に改め、同号エ

(ｴ)中「第１５項」を「第１３項」に改め、同号エ(ｵ)中「第１４条第１６項」を「第１４条第

１４項」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第２５号エの改正規

定は、同年５月１日から施行する。 
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規 則 第  ３０  号   

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

熊本市医療法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市医療法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市医療法施行細則（平成４年規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項第１号中「４４の項から６３の項まで」を「５０の項から６９の項ま

で」に改め、同項第２号中「４３の項」を「４９の項」に改める。 

 第３条の表１３の項中「法第８条及び」を削り、同表１４の項及び１５の項中「第

８条」を「第８条第１項」に改め、同表６３の項を同表６９の項とし、同表３９の項

から６２の項までを６項ずつ繰り下げ、同表３８の項中「定める」の次に「診療用放

射性同位元素使用器具、」を加え、「診療用放射性同位元素廃止後の措置届」を「診

療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性

同位元素）廃止後の措置届」に改め、同項を同表４４の項とし、同表３７の項中「定

める」の次に「診療用放射性同位元素使用器具、」を加え、「診療用放射性同位元素

廃止届」を「診療用放射性同位元素使用器具（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素）廃止届」に改め、同項を同表４３の項とし、同表３６の項

中「定める診療用高エネルギー放射線発生装置」の次に「、診療用粒子線照射装置」

を、「、診療用放射線照射器具」の次に「、診療用放射性同位元素装備診療機器、診

療用放射性同位元素使用器具」を加え、「、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又

は診療用放射性同位元素装備診療機器」を「又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素」に、「診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用放射線照射装置・診療用放射

線照射器具・診療用放射性同位元素・診療用放射性同位元素装備診療機器）に関する

変更届」を「診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用粒子線照射装置・診療用放

射線照射装置・診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素装備診療機器・診療用
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放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位

元素）に関する変更届」に改め、同項を同表４２の項とし、同表３５の項を同表４１

の項とし、同表３４の項中「定める診療用高エネルギー放射線発生装置」の次に「又

は診療用粒子線照射装置」を加え、「診療用高エネルギー放射線発生装置廃止届」を

「診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用粒子線照射装置）廃止届」に改め、同

項を同表４０の項とし、同表３３の項を同表３９の項とし、同表３２の項を同表３８

の項とし、同表３１の項中「診療用放射性同位元素翌年使用予定届」を「診療用放射

性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）翌年使用予定届」に改め、同項

を同表３７の項とし、同表３０の項中「診療用放射性同位元素備付届」を「診療用放

射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）備付届」に改め、同項を同表

３６の項とし、同表２９の項を同表３３の項とし、同項の次に次のように加える。 

３４ 法第１５条第３項の規定に基づき省

令第２７条の３第１項で定める診療

用放射性同位元素使用器具備付けの

届出 

診療用放射性同位元素使用器具備付

届 

３５ 法第１５条第３項の規定に基づき省

令第２７条の３第２項で定める診療

用放射性同位元素使用器具の翌年使

用予定の届出 

診療用放射性同位元素使用器具翌年

使用予定届 

 第３条の表２８の項を同表３２の項とし、同表２７の項を同表３１の項とし、同表

２６の項を同表３０の項とし、同表２５の項を同表２８の項とし、同項の次に次のよ

うに加える。 

２９ 法第１５条第３項の規定に基づき省

令第２５条の２で定める診療用粒子

線照射装置設置の届出 

診療用粒子線照射装置設置届 

 第３条の表２４の項を同表２７の項とし、同表２３の項を同表２６の項とし、同表

２２の項を同表２５の項とし、同表２１の項を同表２３の項とし、同項の次に次のよ

うに加える。 
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２４ 法第９条第２項に規定するオンライ

ン診療受診施設設置者の死亡又は失

踪の届出 

オンライン診療受診施設設置者死

亡（失踪）届 

 第３条の表２０の項中「又は助産所」を「、助産所又はオンライン診療受診施設」

に、「病院（診療所・助産所）再開届」を「病院（診療所・助産所・オンライン診療

受診施設）再開届」に改め、同項を同表２２の項とし、同表１９の項中「及び」を「又

は」に、「又は助産所」を「、助産所又はオンライン診療受診施設」に、「病院（診

療所・助産所）廃止（休止）届」を「病院（診療所・助産所・オンライン診療受診施

設）廃止（休止）届」に改め、同項を同表２１の項とし、同表１８の項を同表１９の

項とし、同項の次に次のように加える。 

２０ 政令第４条第４項に規定するオンラ

イン診療受診施設設置届出事項変更

の届出 

オンライン診療受診施設設置届出

事項変更届 

 第３条の表１７の項を同表１８の項とし、同表１６の項を同表１７の項とし、同表

１５の項の次に次のように加える。 

１６ 法第８条第２項に規定するオンライ

ン診療受診施設設置の届出 

オンライン診療受診施設設置届 

 第５条第１項の表２の項中「４４の項」を「５０の項」に改め、同表３の項中    

「４５の項」を「５１の項」に改め、同表４の項中「４６の項」を「５２の項」に改

め、同表５の項中「４７の項」を「５３の項」に改め、同表６の項中「４８の項」を

「５４の項」に改め、同表７の項中「４９の項」を「５５の項」に改め、同表８の項

中「５１の項」を「５７の項」に改め、同表９の項中「５３の項」を「５９の項」に

改め、同表１０の項中「５７の項」を「６３の項」に改め、同表１１の項中「５８の

項」を「６４の項」に改め、同表１２の項中「５９の項」を「６５の項」に改め、同

表１３の項中「６０の項」を「６６の項」に改め、同表１４の項中「６３の項」を    

「６９の項」に改め、同条第２項の表８の項中「２２の項」を「２５の項」に改め、

同表９の項中「２３の項」を「２６の項」に改め、同表１０の項中「３９の項」を    

「４５の項」に改め、同表１１の項中「４０の項」を「４６の項」に改め、同表１２

の項中「４１の項」を「４７の項」に改め、同表１３の項中「４２の項」を「４８の

項」に改め、同表１４の項中「４３の項」を「４９の項」に改める。 



令和 8 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1505 号 

 

- 3028 - 

 

 第６条中「１５の項」を「１６の項」に、「１６の項から２１の項まで及び２４の

項から３８の項まで」を「１７の項から２４の項まで及び２７の項から４４の項まで」

に改める。 

 第７条第１項第１号中「４４の項から６３の項まで」を「５０の項から６９の項ま

で」に改め、同項第２号中「４３の項」を「４９の項」に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市医療法施行細則

の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することがで

きる。 
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規 則 第  ３１  号   

令和 ８ 年 ３月３１日   

 

熊本市税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

熊本市税条例施行規則（昭和４３年規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

  

 第４条第４号中「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に改める。 

 第７条の見出し中「の種別割」を削り、同条中「種別割」を「軽自動車税」に改め

る。 

 第７条の２（見出しを含む。）中「の種別割」を削る。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の熊本市税条例施行規則第７条及び第７条の２の規定は、

令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和７年度分までの年度分

の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 8 年 4 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1505 号 

 

- 3030 - 

 

規 則 第  ３２  号   

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則 

 

 市税に関する文書の様式を定める規則（平成６年規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表様式第１号の項中「第４４８条」を「第４４６条」に改め、同表様式第５９号

の項中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税通知書」に、「第     

４６３条の１８第２項」を「第４５１条第２項」に改め、同表様式第６０号の項中「軽

自動車税（種別割）納税通知書（口座振替用）」を「軽自動車税納税通知書（口座振

替用）」に、「第４６３条の１８第２項」を「第４５１条第２項」に改め、同表様式

第６１号の項中「軽自動車税（種別割）税額変更〔賦課取消し〕通知書」を「軽自動

車税税額変更・賦課取消通知書」に改め、同表様式第１０３号の項中「軽自動車税（種

別割）納税証明書（車検用）」を「軽自動車税納税証明書（車検用）」に改め、同表

様式第１０５号の項中「軽自動車税（種別割）課税台帳等記載事項証明書」を「軽自

動車税課税台帳等記載事項証明書」に改める。 

 様式第４６号第１片中 

「 

第  期 

（      ） 

第  期 

（      ） 

第  期 

（      ） 

第  期               

（      ） 

」 

を 
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「 

第  期 第  期 第  期 第  期 

」 

に改める。 

 様式第４７号第１片中 

「 

第  期 

（      ） 

第  期 

（      ） 

第  期 

（      ） 

第  期 

（      ） 

」 

を 

「 

第  期 第  期 第  期 第  期 

」 

に改める。 

 様式第５９号を次のように改める。 
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様式第５９号 
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 様式第６０号中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税通知書」

に、「軽自動車税（種別割）を」を「軽自動車税を」に改める。 

 様式第６１号中「軽自動車税（種別割）税額変更〔賦課取消し〕通知書」を「軽自

動車税税額変更・賦課取消通知書」に改める。 

 様式第９３号中 

「 

扶養 

一般  

老人  

特定  

                            」 

              を 

「 

扶養 

一般  

老人  

特定  

特定親族特別控除  

                            」 

に改める。 

 様式第１０３号中「軽自動車税（種別割）納税証明書（車検用）」を「軽自動車税

納税証明書（車検用）」に、「軽自動車税（種別割）の」を「軽自動車税の」に改め

る。 

 様式第１０５号中「軽自動車税（種別割）課税台帳等記載事項証明書」を「軽自動

車税課税台帳等記載事項証明書」に改める。 

 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の様式第９３号は、令和８年度以後の年度分の個人の市民

税、個人の県民税及び森林環境税について用い、令和７年度分までの個人の市民税、

個人の県民税及び森林環境税については、なお従前の例による。 
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  訓   令   

訓 令 第  ２  号   

令和 ８ 年 ３ 月２６日   

 

 熊本市契約書の書式等を定める訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

熊本市契約書の書式等を定める訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市契約書の書式等を定める訓令（昭和３９年訓令第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 書式第１号熊本市公共工事請負契約約款第２条に次の１項を加える。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他

の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、

当該他の機関と調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調

整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

 書式第１号熊本市公共工事請負契約約款第１０条第１項第３号中「第２６条第３項

ただし書」を「第２６条第３項第２号」に、「同項ただし書」を「同号」に改める。 

 書式第１号熊本市公共工事請負契約約款第２４条に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘

案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかっ

たこと又は当該協議に関して受注者が第５６条に規定するあっせん若しくは調停を

請求したこと若しくは第５７条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益

な取扱いをしてはならない。 

 書式第１号熊本市公共工事請負契約約款第２５条中第３項を第４項とし、第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘

案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかっ
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たこと又は当該協議に関して受注者が第５６条に規定するあっせん若しくは調停を

請求したこと若しくは第５７条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益

な取扱いをしてはならない。 

 書式第１号熊本市公共工事請負契約約款第２６条に次の１項を加える。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をで

きる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が

整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第５６条に規定するあっせん若し

くは調停を請求したこと若しくは第５７条に規定する仲裁を申請したことを理由と

して不利益な取扱いをしてはならない。 

 書式第１号熊本市公共工事請負契約約款第３７条中「前払金」の次に「（中間前払

金を除く。）」を加え、同条に次のただし書を加える。 

  ただし、前払金額の１００分の２５を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場

管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当する

ことができる。 

 書式第１号熊本市公共工事請負契約約款第３７条に次の１項を加える。 

２ 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購

入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運

賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な

経費以外の支払に充当してはならない。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行し、同日以後に締結する契約について適用す

る。 
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訓 令 第  ３  号   

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

 熊本市事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

 (5) 特命課長 分掌規則第３条第２項に規定する特命課長及び別に定めるところ

により第１０条の２に規定する特命課長共通専決事項を専決することができる

ものをいう。 

 (6) 担当課長 分掌規則第３条第２項に規定する担当課長及び別に定めるところ

により第１０条の２に規定する担当課長共通専決事項を専決することができる

ものをいう。 

 第６条第５号及び第６号を次のように改める。 

 (5) 契約検査監の基本的職能 

  ア 上司の命を受け、契約及び検査に関する特に重要な施策について企画し、及

び立案し、並びに関係事務を統理する。 

 (6) 危機管理監の基本的職能 

  ア 上司の命を受け、危機管理に関する特に重要な施策について企画し、及び立

案し、並びに関係事務を統理する。 

 第６条第６号の次に次の１号を加える。 

 (6)の２ 交通政策監の基本的職能 

  ア 上司の命を受け、交通政策に関する特に重要な施策について企画し、及び立

案し、並びに関係事務を統理する。 

 第６条第１０号の２ア中「ついて」の次に「、課長として培われた知識及び経験を
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活かし」を加え、同号の次に次の１号を加える。 

 (10)の３ 担当課長の基本的職能 

  ア 特に担当することとされた事項について、課長の基本的職能に準じて取り組

む。 

 第６条第１３号を次のように改める。 

 (13) 削除 

 第６条第１７号イ中「課長の」を「課長（特命課長及び担当課長を含む。この号及

び次号において同じ。）の」に改める。 

 第８条都市建設局長専決事項の項第２０号中「マンションの建替え等の円滑化に関

する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替え

円滑化法」を「マンション再生等円滑化法」に、「マンション建替組合」を「マンシ

ョン再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合」に改

め、「事業計画」の次に「又は資金計画の認可並びに定款及び事業計画又は資金計画

の変更」を加え、同項第２１号中「マンション建替え円滑化法」を「マンション再生

等円滑化法」に改め、「認可」の次に「並びに変更の認可」を加え、同項第２２号中

「マンション建替え円滑化法」を「マンション再生等円滑化法」に改め、「権利変換

計画」の次に「、分配金取得計画、補償金支払計画及び敷地権利変換計画の認可並び

に変更」を加え、同項第２３号から第２５号までを削り、同項第２６号を同項第２３

号とし、同項第２７号から第３３号までを３号ずつ繰り上げ、同項第３４号中「応急

的危険回避措置」の次に「（軽微なものを除く。）」を加え、同号を同項第３１号と

する。 

 第９条部長共通専決事項の項第７号中「（分任出納員の任免を含む。）」を削り、

同条行政管理部長専決事項の項を同条人事部長専決事項の項とする。 

 第１０条国保年金課長専決事項の項中第１３号を削り、第１４号を第１３号とし、

第１５号を第１４号とし、同項の次に次のように加える。 

 保険料収納対策課長専決事項 

 (1) 保険料等に係る徴収の嘱託及び受託に関すること。 

 第１０条建築指導課長専決事項の項第３０号中「マンション建替え円滑化法」を「マ

ンション再生等円滑化法」に、「除却の」を「除却等の」に、「要除却認定マンショ

ンの建替え」を「要除却等認定マンションの建替え等」に改め、「容積率」の次に「又
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は各部分の高さ」を加え、同条住宅政策課長専決事項の項第５号中「マンション建替

え円滑化法」を「マンション再生等円滑化法」に改め、「選任」の次に「及び決算報

告書」を加え、同項第６号中「マンション建替え円滑化法」を「マンション再生等円

滑化法」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、同項第７号中

「マンション建替え円滑化法」を「マンション再生等円滑化法」に、「マンション建

替事業に係る報告又は資料の提出の要求及び勧告、助言又は援助並びにマンション建

替事業の促進を図るための」を「マンション再生事業、マンション等売却事業、マン

ション除却事業及び敷地分割事業に係る報告、資料の提出、勧告、助言、援助及び」

に改め、同項第８号中「マンション建替え円滑化法」を「マンション再生等円滑化法」

に、「マンション建替事業」を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マン

ション除却組合及び敷地分割組合の事業又は会計の状況」に改め、同項第９号中「マ

ンション建替え円滑化法」を「マンション再生等円滑化法」に、「解任投票」を「解

任の投票」に改め、同項第１０号を次のように改める。 

 (10) マンション再生等円滑化法の規定に基づく除却等計画の認定及び変更の認定

に関すること。 

 第１０条住宅政策課長専決事項の項第１１号中「マンション建替え円滑化法」を「マ

ンション再生等円滑化法」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画」に改め、同項

第１２号を次のように改める。 

 (12) マンション再生等円滑化法の規定に基づく要除却等認定マンションの除却等

に係る指導及び助言並びに指示に関すること。 

 第１０条住宅政策課長専決事項の項中第１３号を削り、第１４号を第１３号とし、

同項に次の１号を加える。 

 (14) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づく支援法人に係

る登録、報告、命令及び登録の取消しに関すること。 

 第１０条空家対策課長専決事項の項第１号中「勧告」の次に「並びに家庭裁判所等

に対する命令等の請求（次号において「命令等の請求」という。）」を加え、同項第

２号中「及び勧告」を「、勧告及び応急的危険回避措置（軽微なものに限る。）」に

改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく空家等管理活用支援法

人に係る指定、監督等、情報の提供等、空家等対策計画の作成等の通知及び要請
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に基づく命令等の請求に関すること。 

 第１０条の２の見出しを「（特命課長及び担当課長専決事項）」に改め、同条中「特

命課長」の次に「及び担当課長」を加える。 

 第１１条東税務室、西税務室、南税務室及び北税務室の室長専決事項の項中第１２

号を第１３号とし、第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、第９号の次

に次の１号を加える。 

 (10) 過誤納金の処理に関すること。 

 第１５条第２項第２号中キを削り、クをキとし、ケをクとし、コをケとし、サをコ

とし、シをサとし、同項第１７号を同項第１８号とし、同項第１６号を同項第１７号

とし、同項第１５号中「金峰山少年自然の家所長、」を削り、同号を同項第１６号と

し、同項第１４号を同項第１５号とし、同項第６号から第１３号までを１号ずつ繰り

下げ、同項第５号の次に次の１号を加える。 

 (6) 教育委員会事務局の各特命課長及び担当課長 

  ア 特に担当することとされた事項に関すること（教育委員会事務局の各課長専

決事項に該当する事項に限る。）。 

 第１５条第３項中「第７号及び第１０号から第１３号」を「第８号及び第１１号か

ら第１４号」に改める。 

 第１５条の２第１項中「の局長、次長及び総務課」を削り、同条第２項第３号中「総

務課長」を「の各課長」に改め、同項第４号中「総務課副課長」を「の各副課長」に

改め、同条第３項中「総務課長」を「の各課長」に、「議会局総務課副課長」を「所

属の副課長」に改める。 

 第１６条第４項に次のただし書を加える。 

  ただし、特命課長又は担当課長を置く部署において、部長に事故があるときは、

当該特命課長又は担当課長が所掌する事務に係るものに限り、特命課長又は担当課

長がその事務について代決する。 

 第１６条第５項中「事務」の次に「（特命課長又は担当課長を置く部署において当

該特命課長又は担当課長が所掌する事務に係るものを除く。）」を加え、同条第１０

項を同条第１２項とし、同条第９項を同条第１１項とし、同条第８項を同条第１０項

とし、同条第７項の次に次の２項を加える。 

８ 特命課長又は担当課長を置く部署において、特命課長又は担当課長に事故がある
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ときであって、課長に事故があるときは、所管の主幹（主査を兼ねる者に限る。）

がその事務について代決する。 

９ 前項に規定する場合において、代決する者に事故があるとき又は代決する者を欠

くときは、定例かつ軽易で緊急を要するものに限り、所管の主査がその事務につい

て代決する。 

 附則第１条の２の見出し中「都市政策研究所の」を「ＥＢＰＭ推進センターの」に

改め、同条中「都市政策研究所に」を「ＥＢＰＭ推進センターに」に、「都市政策研

究所長」を「ＥＢＰＭ推進センター所長（ＥＢＰＭ推進センター副所長を置く場合に

あっては、ＥＢＰＭ推進センター副所長）」に改める。 

 別表第１中「都市政策研究所長」を「ＥＢＰＭ推進センター所長」に改める。 

 別表第２中「水産振興センター所長」 を 
「水産振興センター所長 

ＥＢＰＭ推進センター副所長」 
に改める。 

 別表第３中「勤労青少年ホーム」 を 
「勤労青少年ホーム 

 保育指導室   」 
に改める。 

 別表第４中 
「議会局総務課長 

 監査事務局副事務局長」 
を 
「議会局の課長 

監査事務局副事務局長」 
に、 

「市立高等学校副校長」 を 
「市立高等学校副校長 

 議会局の副課長  」 
に、 

「議会局総務課長補佐 

 監査事務局補佐  」 
を 

「議会局の課長補佐 

 監査事務局補佐 」 
に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （熊本市職員提案に関する訓令の一部改正） 

２ 熊本市職員提案に関する訓令（昭和５８年訓令第８号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第１項中「総務局行政管理部改革プロジェクト推進課長（以下「改革プロ

ジェクト推進課長」という。）」を「改革プロジェクト推進課長」に改める。 

  第９条中「総務局行政管理部改革プロジェクト推進課」を「改革プロジェクト推
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進課」に改める。 
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訓 令 第  ４  号   

令和 ８ 年 ３ 月３１日   

 

 熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

熊本市区役所等事務決裁に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市区役所等事務決裁に関する訓令（平成２４年訓令第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  

 第３条部長共通専決事項の項第７号中「（分任出納員の任免を含む。）」を削る。 

 第４条区民課長専決事項の項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第

１２号までを１号ずつ繰り上げる。 

第４条の次に次の１条を加える。 

 （特命課長及び担当課長専決事項） 

第４条の２ 次の事項は、特命課長及び担当課長の専決とする。 

(1) 特に担当することとされた事項に関すること（課長共通専決事項に該当する事

項に限る。）。 

 第８条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、特命課長又は担当課長を置く部署において、部長に事故があるときは、

当該特命課長又は担当課長が所掌する事務に係るものに限り、特命課長又は担当課

長がその事務について代決する。 

 第８条第３項中「事務」の次に「（特命課長又は担当課長を置く部署において当該

特命課長又は担当課長が所掌する事務に係るものを除く。）」を加え、同条第７項を同

条第９項とし、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項の次に次の２項を加える。 

６ 特命課長又は担当課長を置く部署において、特命課長又は担当課長に事故がある

ときであって、課長に事故があるときは、所管の主幹（主査を兼ねる者に限る。）

がその事務について代決する。 
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７ 前項に規定する場合において、代決する者に事故があるとき又は代決する者を欠

くときは、定例かつ軽易で緊急を要するものに限り、所管の主査がその事務につい

て代決する。 

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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  公   告   

公 告 第 ２ ３ １ 号  

              令和８年３月１７日  

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法 

６２条第１項の規定により、国土交通省九州地方整備局長から熊本都市計画道路事業

の事業計画の変更について認可の告示があったので、同法第６６条の規定により次の

とおり公告する。 

     また、同法第６２条第１項の規定による熊本都市計画道路事業の事業計画の変更図

書の写しの送付を受けたので、同法第６３条第２項において準用する同法第６２条第

２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

熊本市長 大西 一史    

 

1 都市計画事業の種類及び名称 

      平成２９年九州地方整備局告示第５５号熊本都市計画道路事業３・３・９３号 

益城中央線及び３・３・１３号水前寺秋津線 

   

2 施行者の名称 

     熊本県 

 

3 事業地 

    収用の部分 変更なし 

    使用の部分 変更なし 

 

4 事務所の所在地及び縦覧場所 

     熊本市中央区手取本町１番１号    熊本市都市建設局土木部道路計画課 
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5 事業施行期間及び縦覧期間 

   事業施行期間 平成２９年（２０１７年）３月１０日から 

令和９年（２０２７年）３月３１日 

  縦覧期間   令和８年（２０２６年）３月１７日から 

令和９年（２０２７年）３月３１日 
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  告   示   

 告 示 第 ２ １ ６ 号   

令和８年４月１日   

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７

第１項に規定する指定区域を指定したので、同法第１５条の１７第２項の規定により、

下記のとおり告示する。 

区域の範囲を表示した図面は省略し、その図面については熊本市環境局資源循環部

事業ごみ対策課に備え置いて、一般の縦覧に供する。 

 

熊本市長 大西 一史 

 

記 

 

指定区域 

指定番号 所  在  地 埋立地の区分 

産－１１ 熊本市北区明徳町字大道下１３０１番地１外 ア 

 

【埋立地の区分】 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」と

いう。）第９条第５項（法第９条の３第１０項及び第１５条の２の５第３項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）に規定する廃止の確認を受けて廃止された一

般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地（改正政令による

改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。

以下「令」という。）第１３条の２第１号） 

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成９年法律第８５

号）第２条の規定による改正前の法第９条第３項（同法第９条の３第６項及び第１

５条の２第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による廃止の届

出があった一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地（令

第１３条の２第２号） 
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ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を

改正する法律（平成３年法律第９５号）第１条の規定による改正前の法第８条第１

項又は第１５条第１項の規定による届出があった一般廃棄物の最終処分場又は産業

廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止の届出制度の施行日（平成４年７月

４日）より前に廃止されたもの（改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「規則」という。）第１

２条の３１第１号） 

エ 市町村又は埋立処分を業として行う一般廃棄物処分業者若しくは産業廃棄物処分

業者が設置した設置許可又設置届出の対象外の最終処分場（いわゆるミニ処分場及

び旧処分場（ただし、自らその事業活動に伴って生じた廃棄物を処分する用に供す

るものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあたっては、法

の施行の際現に埋立処分の用に供されたものに限る。））に係る埋立地のうち、法

施行後に廃止されたもの（水面埋立地にあたっては、令第５条第２項又は第７条第

１４号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。）（規則第１２条の３１第

２号） 

オ 法第１９条の４の規定に基づく措置命令又は法第１９条の７等の規定に基づく行

政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置又は原位置覆土の措置が講じられた廃棄物

の埋立地（規則第１２条の３２） 

 


